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函館市市街地再開発事業等補助金交付要綱  

 （趣旨）  

第１条  この要綱は，本市における土地の合理的かつ健全な高度利用お

よび都市機能の更新を図るため，市街地再開発事業等を行う者に対し，

市が交付する補助金に関して，函館市補助金等交付規則（昭和６２年

函館市規則第４３号。以下「規則」という。）に定めるもののほか，

必要な事項を定めるものとする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。  

(1) 市街地再開発事業  都市再開発法（昭和４４年法律第３８号。以

下「法」という。）第２条第１号に規定する事業で，社会資本整備

総合交付金交付要綱（平成２２年３月２６日付け国官会第２３１７

号。以下「国の交付金要綱」という。）の規定に適合する事業をい

う。  

 (2) 優良建築物等整備事業  都市再生特別措置法（平成１４年法律第

２２号）第８１条第１項の規定に基づく函館市立地適正化計画に定

める都市機能誘導区域内において行われる優良建築物等整備事業制

度要綱（平成６年６月２３日付け建設省住街発第６３号）第２第１

号に規定する事業で，国の交付金要綱に適合する事業をいう。  

 (3) まちなみデザイン推進事業  国の交付金要綱に定めるまちなみデ

ザイン推進事業をいう。  

 (4) 市街地再開発事業等  市街地再開発事業，優良建築物等整備事業

およびまちなみデザイン推進事業をいう。  

(5) 施行者  次に掲げる者をいう。  

  ア   市街地再開発事業を施行する個人施行者，市街地再開発組合，

再開発会社 ,独立行政法人都市再生機構，地方住宅供給公社および

特定建築者ならびに法第７条の９または第１１条の認可を受ける

前の再開発準備組織およびタウン・マネージメント・センター（以
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下「ＴＭＣ」という。）  

  イ  優良建築物等整備事業を施行する独立行政法人都市再生機構，

地方住宅供給公社および民間事業者等  

  ウ  基本計画等の作成のうちコーディネート業務または推進計画の

作成を行う再開発準備組織および当該基本計画等の作成のうちコ

ーディネート業務を行うＴＭＣ  

  エ  まちなみデザイン推進事業の施行に関し，良好なまちなみ形成

方策等に係る検討を行う協議会組織  

 （補助の対象等）  

第３条  市長は，市街地再開発事業等の施行者に対し予算の範囲内にお

いて，次の各号に掲げる事業の区分に応じ，当該各号に定める費用に

３分の１（当該事業のうち，市長が特に必要と認める事業にあっては

３分の２）を乗じて得た額の範囲内の額を補助することができる。  

 (1) 市街地再開発事業  市街地再開発事業等補助要領（昭和６２年５

月２０日付け建設省住街発第４７号。以下「補助要領」という。）

第５第２項第１号の表に掲げる業務および整備に要する費用  

 (2) 優良建築物等整備事業  補助要領第５第３項第１号の表に掲げる

業務および整備に要する費用（補償費等を除く）    

 (3) まちなみデザイン推進事業  補助要領第５第１項第２号に規定す

るまちなみの形成方策等に係る検討に要する費用  

２  前項第１号および第２号に掲げる費用は，住宅局所管事業関連共同

施設整備等補助要領等細目（平成１２年３月２４日付け建設省住街発

第２９号。）により算出した額とする。  

 （事前審査）  

第４条  施行者は，あらかじめ事業計画について市長の審査（以下「事

前審査」という。）を受けなければならない。  

２  施行者は，当該事業に係る国への補助要望手続のため，原則として

規則第７条第１項に規定する補助金等の交付を申請する概ね１年前ま

でに，別記第１号様式の事前審査申請書（以下「事前申請書」という。）
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により市長に申請しなければならない。  

３  市長は，事前申請書を受理した場合は，速やかに内容の審査を行い，

事前審査が終了した時は，施行者に対し別記第２号様式の事前審査完

了通知書により通知するものとする。  

４  事前申請書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。  

 (1) 事業計画内訳書（別記第５号様式）  

  (2) 事業スケジュール  

  (3) 全体事業費および資金計画内訳書（別記第３号様式）  

  (4) 権利者および施行同意状況の一覧  

  (5) 事業収支計画書（別記第６号様式）  

  (6) 直前３年の貸借対照表および損益計算書または個人の資産に関す

る調書（別記第４号様式）および市税の納税に関する公的証明書  

  (7) その他市長が必要と認める書類または図書  

（補助金の交付申請書の添付書類）  

第５条  規則第７条第２項第４号のその他市長が必要と認める書類は，

次の各号に掲げる書類とする。  

 (1) 事業計画内訳書（別記第５号様式）  

 (2) 全体事業費および資金計画内訳書（別記第３号様式）  

 (3) 事業収支計画書（別記第６号様式）  

  (4) 直前３年の貸借対照表および損益計算書または個人の資産に関す

る調書（別記第４号様式）および市税の納税に関する公的証明書  

  (5) 預金残高証明書  

  (6) 融資申込書の写し  

 （公共施設の管理者の同意）  

第６条  施行者は，あらかじめ事業計画により，整備される公共施設が

あるときは，当該公共施設の管理者または管理者となるべき者の同意

を得なければならない。  

（融資証明書等の提出）  

第７条  施行者は，建設工事を着手する前に，当該事業の融資に関する
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金融機関の融資証明書または融資決定通知書の写しを市長に提出しな

ければならない。  

（実績報告の提出）  

第８条  規則第１７条に規定する実績報告書（別記第８号様式）には，

事業成果書（別記第９号様式）および金融機関と締結した金銭消費貸

借契約書の写しを添付しなければならない。  

２  前項の実績報告書が調査設計計画のみの報告である時は，施行者は

前項に規定する書類のほかに，前条の融資証明書等を添付しなければ

ならない。  

３  規則第１７条の規定による報告は，当該事業の完了の日から起算し

て２０日を経過した日または当該事業完了の日の属する函館市の会計

年度の３月１５日のいずれか早い日までに行うものとする。  

 （補助金の額の確定通知）  

第９条  規則第１８条第２項に規定する通知は，補助金の額の確定通知

書（別記第１０号様式）により行うものとする。  

 （補助金の請求）  

第１０条  施行者は，前条の規定による補助金の額の確定の通知を受け

た場合は，速やかに市長に補助金の請求をするものとする。  

 （事業名の表示）  

第１１条  施行者は，建設工事をしている間，施行地区内の見やすい場

所に，建築物が市街地再開発事業等によるものである旨の表示をしな

ければならない。ただし，まちなみデザイン推進事業については，こ

の限りでない。  

 （事業計画変更の公共施設管理者の同意）  

第１２条  第６条の規定は，施行者が公共施設に関係のある事業計画の

変更をしようとする場合について準用する。    

 （施行者の変更）  

第１３条  施行者について相続，合併その他の一般承継があった場合は，

その一般承継人は，施行者となるものとする。  
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２  施行地区内の敷地について，施行者の有する所有権等の全部または

一部を施行者以外の者（前項に規定する一般承継人を除く。）が承継

したときは，その者は，施行者となるものとする。  

３  施行地区内の敷地について，施行者の有する借地権の全部または一

部が消滅した場合（当該借地権についての一般承継に伴う混同により

消滅した場合を除く。）において，その借地権の設定者が施行者以外

の者であるときは，その借地権の設定者は，施行者となるものとする。  

４  前項の規定は，施行地区内の敷地について，施行者の有する使用貸

借による権利の全部または一部が消滅した場合について準用する。  

５  施行者について一般承継があり，または施行地区内の敷地について，

施行者の有する所有権等の一般承継以外の事由による承継もしくは消

滅があったことにより施行者に変更を生じたときは，施行者は，遅滞

なく，施行者変更届出書（別記第１１号様式）を市長に提出しなけれ

ばならない。  

 （施行者の権利および義務の移転）  

第１４条  施行者について一般承継があったときは，その施行者が市街

地再開発事業等に関して有する権利および義務（その施行者が当該事

業に関し，行政庁の認可，許可その他の処分に基づいて有することと

なった権利および義務を含む。以下この条において同じ。）は，その

一般承継人に移転するものとする。  

２  前項に規定する場合を除き，施行地区内の敷地について施行者の有

する所有権等の全部または一部を承継した者があるときは，その施行

者が有する所有権等のうち，市街地再開発事業等に係る部分に関する

権利および義務は，その承継した者に移転するものとする。  

３  第１項に規定する場合を除き，施行地区内の敷地について，施行者

の有する借地権の全部または一部が消滅したときは，その施行者が有

する借地権のうち，市街地再開発事業等に係る部分に関する権利およ

び義務は，その消滅した借地権の設定者に移転するものとする。  

４  前項の規定は，施行地区内の敷地について，施行者の有する使用貸
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借による権利の全部または一部が消滅した場合に準用する。  

 （その他補助採択要件等）  

第１５条  この要綱に定めるもののほか，補助金の交付に関し必要な事

項は別に定める。  

   附  則                        

１  この要綱は，平成７年４月３日から施行する。  

２  函館市市街地再開発事業補助金交付要綱および函館市優良再開発建

築物整備促進事業補助金交付要綱は，廃止する。  

   附  則  

 この要綱は，平成１７年６月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２６年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，平成２９年４月１日から施行する。  

   附  則  

 この要綱は，令和２年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は，令和４年４月１日から施行する。  

附  則  

 この要綱は，令和４年７月１日から施行する。  


